
申込受付から事後訪問までの流れ 

手 順 期間など 内 容 

申込受付 

プログラム開始 

前々月の1日から 

前月の 15日まで 

（閉庁日である場合

は、翌開庁日） 

 

定員に達し次第 

受付終了 

 

【提出先】 

大阪狭山市役所 １階高齢者福祉グループ 

【提出書類】 

・大阪狭山市短期集中予防サービス申込書 

・基本情報 

・基本チェックリスト（最新分） 

・薬剤情報（コピー可） 

・現状のケアプラン（新規ケース以外） 

・口腔／摂食嚥下・栄養アセスメントシート（A4 両面 1 枚） 

・事前訪問日程調整用ケアマネジャー連絡先シート 

 

 

 

利用案内などの送付 受付後１週間以内 

利用者本人あてに送付します。 

（同封するもの） 

・大阪狭山市短期集中予防サービスに参加されるみなさまへ 

・送迎同意書（初回時に持参していただきます） 

事前訪問日程調整 

受付後、随時実施 

１回６０分程度 

申込時に提出していただいた、「事前訪問日程調整用ケアマネ

ジャー連絡先シート」をもとに市もしくは理学療法士より、

担当ケアマネジャーに事前訪問日程調整のための連絡が入り

ます。 

日程調整後、利用者に決定日時の連絡をお願いします。 

事前訪問 
理学療法士、担当ケアマネジャーにより利用者宅を訪問しま

す。 

プログラム開始 1 クール 3 か月 
取組みの様子は、随時担当ケアマネジャー見学可能です。 

（来場については、事前に実施場所へ連絡してください。） 

↓ 第 7 回目 

理学療法士による中間評価を行い、今後の取組みの方向性に

ついて共有や社会福祉協議会職員による地域資源の紹介をし

ますので、可能な限り担当ケアマネジャーの同席をお願いし

ます。 

プログラム修了 
最終回 

（第 12 回目） 

理学療法士による最終評価を行います。担当ケアマネジャー

の同席のもと、今後の取組みの方向性について共有します。 

事後訪問 
プログラム修了後約

1 か月後 
理学療法士により利用者宅を訪問します。 

※軽微な変更がある場合があります。 

申込受付時に「申込書の写し」と日程などを記載した「利用案内」をお渡しします。 


